
令和８年度狭山市一般会計予算案

地方消費税交付金（社会保障財源化分）の使途内訳

（歳入）地方消費税交付金（社会保障財源化分） ２１億８千万円

（歳出）
２６０億１千２５７万円

国(県)
支出金

地方債 その他
地方消費税交付
金(社会保障財源

化分)
その他 事　　業　　名

人件費,事務費等
を除いた事業費

地方消費税交付
金(社会保障財源

化分)
その他

社会福祉総務費 282,066 104,315 6,890 170,861

高齢者福祉費 503,369 178,493 80,330 244,546

障害者福祉費 5,406,761 3,693,091 37,800 519,842 1,156,028 障害者自立支援・障害児通所等給付事業費 4,560,120 3,411,603 519,842 628,675

児童福祉総務費 3,972,901 2,621,974 54,060 1,296,867

児童保育費 4,434,901 2,701,270 183,169 610,333 940,129
子ども・子育て新制度関連事業費
（子どものための教育・保育給付事業費、
地域子ども・子育て支援事業費）

4,148,386 2,799,940 610,333 738,113

総合子育て支援センター費 78,634 38,144 40,490

保育所費 879,140 28,383 133,889 716,868

青い実学園費 81,340 22,003 59,337

学童保育室費 664,711 208,433 131,698 324,580

生活保護総務費 67,452 20,364 47,088

扶助費 2,140,725 1,646,133 494,592

小　計 18,512,000 11,240,600 649,839 1,130,175 5,491,386 小　計 8,708,506 6,211,543 1,130,175 1,366,788

国民年金費 9,606 9,308 298

国民健康保険事業費 983,450 591,693 391,757

介護保険事業費 2,195,971 92,578 2,103,393

小　計 3,189,027 693,579 2,495,448 小　計

後期高齢者医療事業費 2,805,248 367,306 118,502 1,049,825 1,269,615 後期高齢者医療事業費 2,805,248 485,808 1,049,825 1,269,615

保健衛生総務費 102,778 17,022 6,106 79,650

保健センター費 400,611 87,963 186,300 48,000 78,348

母子保健費 219,399 123,527 1,884 93,988

予防費 783,507 5,243 64,017 714,247

小　計 4,311,543 601,061 186,300 238,509 1,049,825 2,235,848 小　計 2,805,248 485,808 1,049,825 1,269,615

26,012,570 12,535,240 186,300 888,348 2,179,999 10,222,683 充当先事業費　総計 11,513,754 6,697,351 2,179,999 2,636,404

　その他社会保障施策・・・社会福祉（生活保護、児童福祉、母子福祉、高齢者福祉、障害者福祉）、社会保険（国民健康保険、介護保険、年金）、保健衛生（医療、疾病の予防対策、健康増進対策）

保健衛生

総　　計

※財源内訳は「人件費、事務費を除いた事業費」の内訳となります

※社会保障経費対象外となる経費は除外しています（公共建築物解体事業費等）

※社会保障４経費・・・年金、医療、介護、子育て

社会保険

　消費税率引き上げに伴う地方消費税交付金の増額分については、社会保障４経費及びその他社会保障施策(※)に要する経費(人件費、事務費を除く）として
活用することとされています。
　本市では一般会計の社会保障関連事業費の中で占める割合が大きい４事業の財源としています。

社会保障４経費その他社会保障施策に要する総事業費
（人件費、事務費を除く）

（単位：千円）

区分 款　　項　　目
人件費,事務費等
を除いた事業費

財　　源　　内　　訳 うち地方消費税交付金（社会保障財源化分）　充当先 財　　源　　内　　訳

特　定　財　源 一　般　財　源

特定財源

一 般 財 源

社会福祉


